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議案第６５号 

 

 

令和６年度宇治田原町一般会計補正予算（第３号） 

 

 

 令和６年度宇治田原町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ １６，５０５ 千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ ５，５０１，９６４ 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

 額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越

して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

 

 

                 令和６年１２月３日     提  出 

 

                                  宇治田原町長     西 谷 信 夫 

 

                                               日     決 

 

                                  宇治田原町議会議長  田 中   修 

 

                                        同   議員 

 

                                        同      議員 





１ （単位：千円）

１ （単位：千円）

3,876

10 教 育 費 3 中 学 校 費 中 学 校 体 育 館 空 調 設 備 等 整 備 事 業 費 9,601

第２表　繰越明許費

追 加

款 項 事業名 金 額

5 保 健 体 育 費 体 育 施 設 集 約 化 事 業 費

第３表　地方債補正

変 更

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

限 度 額
起債の
方　法

利 率  償還の方法 限 度 額
起 債 の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

学校教育施設整備
事業費

8,600 ただし、 　証書借入又 　４．０％以 　政府資金に 18,200

社会教育施設整備
事業費

44,900 が額面を  ただし、証 利率見直し方 の融資条件に

既定の 既定の 既定の

発行価格 は証券発行。 内（ただし、 ついては、そ とおり とおり とおり

きはその による場合に る政府資金及 の他の場合に

発行差減 おいては発行 び地方公共団 はその債権者

48,300

下回ると 券発行の方法 式で借り入れ より、銀行そ

るために ００円につき 金ついて、利 のとする。　

額をうめ 価格は額面１ 体金融機構資 と協定するも

額をこれ 以上とする。 行った後にお 財政の都合に

必要な金 ９９円５０銭 率の見直しを 　ただし、町

た額。 見直し後の利 及び償還期限

に加算し いては、当該 より据置期間

は繰上償還も

率） を短縮し、又

借換えするこ

しくは低利に

とができる。
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(単位：千円)

補 正 前
の 額

補 正 額 補 正 後
の 額

補 正 前
の 額

補 正 額 補 正 後
の 額

Ⅰ 3,659,660 3,559,821 230,800 13,000 243,800 245,132 － 245,132 3,558,489

2 教 育 債 214,890 195,329 53,500 13,000 66,500 30,265 － 30,265 231,564

 

6,755,971 6,478,904 316,700 13,000 329,700 513,011 － 513,011 6,295,593

補正予算(第３号)地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　　分
前 々 年 度
末 現 在 高

当　　該　　年　　度　　中　　増　　減　　見　　込

起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額前 年 度
末 現 在 高

当 該 年 度 末
現在高見込額

合 計

普 通 債
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